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重 要 事 項 説 明 書 

 

 

    記入年月日 令和  年  月   日 

記入者名      山口 輝明 所属・職名 有料老人ホーム我孫子 管理者 

１．事業主体概要 

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 

  

事業主体の名称 

法人の種類  株式会社 

名称 

（ふりがな） 

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ハートコーポレーション 

株式会社 ハートコーポレーション 

事業主体の主たる 

事務所の所在地 

〒560-0024  

大阪府豊中市末広町１丁目２番１６号  

事業主体の連絡先 

電話番号 ０６－６８５７－０２３１ 

ＦＡＸ番号 ０６－６８５５－５５９５ 

ホームページ 

アドレス 

なし 

あり：http://www.heartco.jp/ 

事業主体の代表者の 

職名及び氏名 

職名 代表取締役 

氏名 山田 一美 

事業主体の設立年月日 

 

平成９年１月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業主体が大阪府内で実施する他の介護サービス 

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 

  

訪問介護 あり なし 

エース訪問介護セ

ンター福島 

エース訪問介護セ

ンター尼崎 

大阪市福島区玉川２丁目 11

番 42号 

尼崎市稲葉元町１丁目１番

２３号 

訪問入浴介護 あり なし     

訪問看護 あり なし     

訪問リハビリテーション あり なし     

居宅療養管理指導 あり なし     

通所介護 あり なし     

通所リハビリテーション あり なし     

短期入所生活介護 あり なし     

短期入所療養介護 あり なし     

特定施設入居者生活介護 あり なし     

福祉用具貸与 あり なし     

特定福祉用具販売 あり なし     

＜地域密着型サービス＞ 

  

夜間対応型訪問介護 あり なし     

認知症対応型通所介護 あり なし     

小規模多機能型居宅介護 あり なし     

認知症対応型共同生活介護 あり なし 

グループホーム豊中 

グループホーム 

    曽根オアシス 

グループホーム 

豊中末広 

グループホーム 

豊中南 

グループホーム東大阪 

グループホーム熊取 

グループホーム我孫子 

グループホーム上野芝 

豊中市曽根西町 2丁目 10番 35号 

豊中市曽根西町 2丁目 10番 36号 

 

豊中市末広町 1丁目 2番 16号 

 

豊中市稲津町 3丁目 5番 5号 

 

東大阪市中野 1丁目 19番 25号 

泉南郡熊取町五月ヶ丘 2丁目 18-19 

大阪市住吉区我孫子 5丁目 11番 3号 

堺市西区北条町 1丁 8番 21号 

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし     

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし     

居宅介護支援 あり なし     

＜居宅介護予防サービス＞ 

  

介護予防訪問介護 あり なし 

エース訪問介護 

センター福島 

エース訪問介護 

センター尼崎 

大阪市福島区玉川２丁目 11

番４２号 

尼崎市稲葉元町１丁目１番

２３号 

介護予防訪問入浴介護 あり なし     

介護予防訪問看護 あり なし     



介護予防訪問リハビリテーション あり なし     

介護予防居宅療養管理指導 あり なし     

介護予防通所介護 あり なし     

介護予防通所リハビリテーション あり なし     

介護予防短期入所生活介護 あり なし     

介護予防短期入所療養介護 あり なし     

介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし     

介護予防福祉用具貸与 あり なし     

特定介護予防福祉用具販売 あり なし     

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

  

介護予防認知症対応型通所介護 あり なし     

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし     

介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし 

グループホーム豊中 

グループホーム 

    曽根オアシス 

グループホーム 

豊中末広 

グループホーム 

豊中南 

グループホーム東大阪 

グループホーム熊取 

グループホーム我孫子 

グループホーム上野芝 

豊中市曽根西町 2丁目 10番 35号 

豊中市曽根西町 2丁目 10番 36号 

 

豊中市末広町 1丁目 2番 16号 

 

豊中市稲津町 3丁目 5番 5号 

 

東大阪市中野 1丁目 19番 25号 

泉南郡熊取町五月ヶ丘 2丁目 18-19 

大阪市住吉区我孫子 5丁目 11番 3号 

堺市西区北条町 1丁 8番 21号 

介護予防支援 あり なし     

＜介護保険施設＞ 

  

介護老人福祉施設 あり なし     

介護老人保健施設 あり なし     

介護療養型医療施設 あり なし     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．施設概要 

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 

  

施設の名称 
（ふりがな） ﾕｳﾘｮｳﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ ｱﾋﾞｺ 

有料老人ホーム我孫子 

施設の所在地 
〒558-0014 

大阪府大阪市住吉区我孫子５丁目１１番９号 
 

施設の連絡先 

電話番号  ０６－６６９６－５６２１ 

ＦＡＸ番号  ０６－６６９６－５５１５ 

ホームページ 

アドレス 

なし 

あり：http://www.heartco.jp/ 

施設の開設年月日  平成１８年 ３月 １日 

施設の管理者の職名及び氏名 

職名  施設長 

氏名 
ヤマグチ テルアキ 

山口  輝明 

施設までの主な利用交通手段 

  ＪＲ阪和線我孫子町駅より徒歩３分  

施設の類型及び表示事項  介護付有料老人ホーム 

介護保険事業所番号  ２７７２００５０４３ 

特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日及び指定又は許可を受けた年月日（指定又は許可

の更新を受けた場合には、その年月日） 

  

事業の開始（予定）年月日  令和２年４月１日 

指定の年月日  令和２年４月１日 

指定の更新年月日  

介護予防特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日及び指定又は許可を受けた年月日（指定

又は許可の更新を受けた場合には、その年月日） 

  

事業の開始（予定）年月日 令和２年４月１日 

指定の年月日  令和２年４月１日 

指定の更新年月日  

 



３．従業者に関する事項 

職種別の従業者の人数及びその勤務形態 

  

有料老人ホームの人数及びその勤務形態 

  

実人数 
常勤 非常勤 

合計 
常勤換算 

人    数 専従 非専従 専従 非専従 

施設長 1    1 1.0 

生活相談員  1   1 1.0 

看護職員  1 3  4 2.2 

介護職員 13 1 16  30 18.8 

機能訓練指導員  1   1 1.0 

計画作成担当者 1    1 1.0 

栄養士       

調理員   4  4 1.0 

事務員 1    1 1.0 

その他従業者       

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数  40  時間 

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

  

従業者である介護職員が有している資格 

  

延べ人数 
常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

社会福祉士     

介護福祉士 5  5  

介護職員基礎研修 3  1  

訪問介護員１級     

訪問介護員２級 3  5  

訪問介護員３級     

介護支援専門員     

従業者である機能訓練指導員が有している資格   

  

延べ人数 
常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

理学療法士     

作業療法士     

言語聴覚士     

看護師及び准看護師  1   

柔道整復士     

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師     

夜勤を行う看護職員及び介護職員の

人数 

最少時の人数（宿直の従事者を除いた人数） 3 

平均時の人数 3 

 

 



特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態 

  

実人数 
常勤 非常勤 

合計 
常勤換算人

数 専従 非専従 専従 非専従 

生活相談員  1   1 1.0 

看護職員  1 3  4 2.2 

介護職員 13 1 16  30 18.8 

機能訓練指導員  1   1 1.0 

計画作成担当者 1    1 1.0 

その他従業者       

１週間のうち、常勤の従事者が勤務すべき時間数   

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

  

従業者である介護職員が有している資格 

  

延べ人数 
常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

社会福祉士     

介護福祉士 5  5  

介護職員基礎研修 3  1  

訪問介護員１級     

訪問介護員２級 3  5  

訪問介護員３級     

介護支援専門員     

従業者である機能訓練指導員が有している資格 

  

延べ人数 
常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

理学療法士     

作業療法士     

言語聴覚士     

看護師及び准看護師  1   

柔道整復士     

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師     

管理者の他の職務との兼務の有無 あり なし 

  
管理者が有している当該業務に係る資格

等 
なし あり 

資格等の名称 

  

特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常勤換算方法

による人数の割合 
  ３：１ 

介護予防特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常勤

換算方法による人数の割合 
 １０：１ 

 

 

 

 



従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等 

  

  
看護職員 介護職員 生活相談員 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の採用者数  1  3   

前年度１年間の退職者数   2 1   

業務に従事した経験年数       

  

１年未満の者の人数  1  2   

１年以上３年未満の者の人数   1    

３年以上５年未満の者の人数    2   

５年以上 10年未満の者の人数       

10年以上の者の人数   1    

  
機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の採用者数     

前年度１年間の退職者数     

業務に従事した経験年数     

  

１年未満の者の人数     

１年以上３年未満の者の人数     

３年以上５年未満の者の人数     

５年以上 10年未満の者の人数     

10年以上の者の人数     

従業者の健康診断の実施状況 なし あり 

 



４．サービスの内容 

事業の目的 

 

 

事業所従業者が、要介護状態又は要支援状態の利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予

防特定施設入居者介護を提供する事を目的とする。 

施設の運営に関する方針 

  

一、利用者様の人権を尊重し、安全で質の高い介護を目指しています。 

二、利用者様とご家族とよく話し合い、理解と納得に基づいた介護を提供します。 

三、利用者様の自立を支援し、快適な生活が出来る様に努めます。 

四、利用者様の家庭的な環境を作り、明るく楽しい雰囲気の生活に努めます。 

五、利用者様の立場に立ったサービスに努め、福祉サービスを提供する者との連携を図る事に努めます。 

介護サービスの内容、利用定員等 

  

個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無 なし あり 

夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無 なし あり 

人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 なし あり 

利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別紙 

協力医療機関の名称 
医療法人 恵愛会 すこやかクリニック 

医療法人 慈心会 あびこ病院 

  

（協力の内容） 

  診療科目：内科  

医師の訪問による診察（往診） 定期健康診断の実施、 

必要時及び緊急時における診療等の支援、協力 

協力歯科医療機関 なし あり 
その名称 

ファミリエ歯科クリニック 

  

（協力の内容） 

  月２回の往診、通院治療時の支援、協力 

要介護時における居室の住替えに関する事項 

  

要介護時に介護を行う場所 

  

全室介護居室のため、各居室にて介護を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

入居後に居室を住み替える場合 

  

一時介護室へ移る場合  

  

判断基準・手続について 

  

（その内容） 

 一般居室が介護居室となっており、認知症の介護が必要となった場合に居室を 

住み替えることがあります。 

追加的費用の有無 なし あり 

居室利用権の取扱い 

  

（その内容） 

入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

従前居室との仕様の変更 

  

便所の変更の有無 なし あり 

浴室の変更の有無 なし あり 

洗面所の変更の有無 なし あり 

台所の変更の有無 なし あり 

その他の変更の有無 なし あり 

  

（その内容） 

介護居室へ移る場合 ※全居室が介護居室の為、該当しません。 

  

判断基準・手続について 

  
（その内容） 

追加的費用の有無 なし あり 

居室利用権の取扱い 

  

（その内容） 

入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

従前居室との仕様の変更 

  

便所の変更の有無 なし あり 

浴室の変更の有無 なし あり 

洗面所の変更の有無 なし あり 

台所の変更の有無 なし あり 

その他の変更の有無 なし あり 

  

（その内容） 



 

  

    

その他 なし あり 

  

判断基準・手続について 

  
（その内容） 

 

追加的費用の有無 なし あり 

居室利用権の取扱い 

  
（その内容） 

 

入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

従前居室との仕様の変更 

  

便所の変更の有無 なし あり 

浴室の変更の有無 なし あり 

洗面所の変更の有無 なし あり 

台所の変更の有無 なし あり 

その他の変更の有無 なし あり 

  
（その内容） 

 

施設の入居に関する要件 

  

自立している者を対象 なし あり 

要支援の者を対象 なし あり 

要介護の者を対象 なし あり 

留意事項  

契約の解除の内容 

「事業者からの解約」 

① 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。 

② 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なくしばしば遅滞し、２か月分滞納したとき。 

③ 禁止又は制限される行為の規定に違反したとき。 

④ 伝染性疾患により他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が

認め、かつ入居者の退居の必要があるとき。 

⑤ 入居者の行動が、他の入居者の生活及び健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ入居者

に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき。 

⑥ 利用者が医師の診断により入院が当初１ヶ月以上必要と判断されかつ事業者が退居の必要

を認めたとき。 

⑦ 入居者・その家族またはその関係者の言動及び要望等が、利用者自身または他の入居者或い

は株式会社ハートコーポレーションの従業員の心身または生命に危害を及ぼす恐れがある

とき、または他の入居者への本サービスの提供に著しく悪影響を及ぼしたとき。 

⑧ 入居者・その家族またはその関係者が、撮影機器または録音機器を施設内に設置したとき。 

⑨ 入居者・その家族またはその関係者が、株式会社ハートコーポレーションの事業の運営に支

障を及ぼしたとき。 

「入居者からの解約」 

 入居者は事業者に対し少なくとも３０日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約 



を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届けるも 

のとします。入居者が解約届を提出しないで居室を退居した場合には、事業者が入居者の 

退居の事実を知った日の翌日から換算して３０日目をもって本契約は解除されたものと推測

します。（退居精算は、退居した月の翌月末精算） 

体験入居の内容 
 体験入居は７泊８日まで可能です。（但し居室に空きのある場合） 

 １泊３食付 ５,０００円（税込） 

入居定員  ５０人 

その他   

入居者の状況 

  

入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日） 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

６５歳未満       

６５歳以上７５歳未満       

７５歳以上８５歳未満       

８５歳以上       

  自立 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 合計 

６５歳未満      

６５歳以上７５歳未満      

７５歳以上８５歳未満      

８５歳以上      

入居者の平均年齢  歳 

入居者の男女別人数  男性  女性  

入居率（一時的に不在となっている者を含む）       ％ 

前年度に退去した者の人数 

  

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

自宅等       

社会福祉施設       

医療機関       

死亡者       

その他       

  自立 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 合計  

自宅等      

社会福祉施設      

医療機関      

死亡者      

その他      

入居者の入居期間 

  
入居期間 ６ヶ月未満 

６ヶ月以上１

年未満 

１年以上 

５年未満 

５年以上 10

年未満 

10年以上 15

年未満 
15年以上 

入居者数    名    名    名   名   名   名 

 



 

施設、設備等の状況 

 

建物の構造 
建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり 

建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物 なし あり 

居室の状況 

区分 室数 人数 １の居室の床面積  

一般居室個室 あり なし     ㎡ 

一般居室相部屋 あり なし 

    ㎡ 

    ㎡ 

    ㎡ 

介護居室個室 あり なし  ５０   18.00～19.82㎡ 

介護居室相部屋 あり なし 

    ㎡ 

    ㎡ 

    ㎡ 

一時介護室 あり なし     ㎡ 

共用便所の設置数  ７ 
うち男女別の対応が可能な数  ７ 

うち車いす等の対応が可能な数  ４ 

個室の便所の設置数 ５０ 
個室における便所の設置割合  １００％ 

うち車いす等の対応が可能な数  ５０ 

浴室の設備状況 浴室の数 
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴 

 

５       

  その他、浴室の設備に関する事項    上記、個浴のうち、リフト浴兼用１ 

食堂の設備状況  ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ、食洗器、リフト機能配備、車椅子対応可 

  入居者等が調理を行う設備状況 なし あり 

その他、共用施設の設備状況 

  なし あり 
（その内容） 

 正面玄関、ロビー、機能訓練室、応接室（相談室）、ランドリー等 

バリアフリーの対応状況 

  
（その内容） 

      車椅子、歩行器対応、手摺り、床材フロアシート 

緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり 

外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり 

テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり 

施設の敷地に関する事項 

  

敷地の面積  ７９４．５１㎡ 

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり 

  抵当権の設定 なし あり 

貸借（借地） 

  なし あり 
契約期間 始 平成 28年 5月 1日 終  平成 33年 4月 30日 

  契約の自動更新 なし あり 

施設の建物に関する事項 

 

建物の延床面積  １,５９４．７１㎡ 

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり 

 抵当権の設定 なし あり 



    

貸借（借家） 

 
  なし あり 

契約期間 始 平成 28年 5月 1日 終  平成 33年 4月 30日 

  契約の自動更新 なし あり 

 

利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 

  

事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口 

  

窓口の名称  有料老人ホーム我孫子 苦情窓口 （施設長） 

電話番号  ０６－６６９６－５６２１ 

対応している時間 

平日 午前９時～午後６時 

土曜 午前９時～午後６時  

日曜・祝日 午前９時～午後６時  

  定休日等  なし 

上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等 

  

窓口の名称 

電話番号 

大阪市福祉局介護保険課指定指導グループ   ０６－６２４１－６３１０ 

国民健康保険団体連合会           ０６－６９４９－５４１８  

おおさか介護サービス相談センター      ０６－６２０９－３２６６ 

対応している時間 

平日 午前９時～午後５時３０分  

土曜   

日曜・祝日   

  定休日等  土曜、日曜、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日迄） 

 
事故発生時の対応方法 

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区役所、利用者の家族等

に連絡を行うと伴に、必要な処置を講じます。 

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 

  

損害賠償責任保険の加入状況 

  なし あり 
（その内容） 

あいおいニッセイ同和損保 「介護保険・社会福祉事業者総合保険」 

その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること 

  なし あり 

（その内容）サービス提供上で事故が発生し、入居者の生命・身体・財産に 

損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに入居者に対し 

て損害の賠償を行います。但し、入居者側に故意又は重大な過失がある場合 

には賠償額を減ずることがあります。 

なお、入居者が個別に所持する現金や貴金属類等に関しては自己管理とし、紛失等に関

しての賠償等についての責任は一切負いません。買物代行等のサービスをご利用いただ

きますようお願い致します。 

サービスの提供内容に関する特色等 

  

（その内容）  

入居者様それぞれのニーズに合わせた生活を提供し、認知症の方や医療が必要な方にも、専門的な認知症ケア

や医療連携体制により、安心の生活を提供いたします。 

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

  

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 

  なし あり 
実施した年月日 令和  年  月  日  

当該結果の開示状況 なし あり 



第三者による評価の実施状況 

  なし あり 

実施した年月日 令和  年  月  日  

実施した評価機関の名称   

当該結果の開示状況 なし あり 

  

 

 

[緊急時における対応方法について] 

事業者は、サービスの提供を行っている時に、利用者の病状等が急変し、又はその他緊急事態が生じたときは、

速やかに主治医などに連絡を行うなどの必要な処置を講じると伴に、利用者が予め指定する連絡先にも連絡し

ます。 

[高齢者虐待防止について] 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

    （２） 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

    （３） 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者 

等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

 

［秘密の保持について］ 

事業者は利用者の個人情報について「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関 

係事業者における個人情報の適切な取扱いの為のガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとし 

ます。 

    （１） 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な

理由無く、第三者に漏らしません。 

    （２） この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後において継続します。 

    （３） 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者であ

る期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇

用契約の内容とします。 

［個人情報の保護について］ 

（１） 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者

の個人情報を用いません。又、利用者の家族の個人情報についても予め文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

（２） 事業者は、利用者及びその家族情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録物を

含む）については、善良な管理者の注意をもって管理し、又処分の際にも第三者への漏洩を

防止するものとします。 

（３） 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正、追加、削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正を行うものとします。（開示に際して複写料などが必要な場合は

利用者の負担となります） 

  

 

 

 

 

 

 

 



５．利用料金 

年齢により一時金の料金が異なる場合 なし あり 

一時金に関する費用 

  

①居室に要する一時金（一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当

額に充当されるもの） 
なし あり 

  

名称   

  最低の額 最高の額 最多価格帯 

  人の入居の場合 円 円 円 戸 

  最低の額 最高の額 最多価格帯 

  人の入居の場合 円 円 円 戸 

  最低の額 最高の額 最多価格帯 

  人の入居の場合 円 円 円 戸 

一時金の償却に関する事項 

  

償却開始 

入居をした月 なし あり 

上記以外 
（その内容） 

初期償却率（％）   

償却年月数   

解約時返還金の算定方法   

保全措置の実施状況 なし あり 
（その内容） 

②利用者の選定による介護サービス利用料（人員配置が

手厚い場合の介護サービス） 
なし あり 

  

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担による収入によって賄えない

額に充当するものとしての合理的な積算根拠 なし あり 

名称   

一時金の償却に関する事項 

  

償却開始 

入居をした月 なし あり 

サービス提供を開始した月 

 
なし あり 

上記以外 
（その内容） 

初期償却率（％）   

償却年月数   

解約時返還金の算定方法   

保全措置の実施状況 なし あり 

（その内容） 



  

③利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 なし あり 

  

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

名称  

一時金の償却に関する事項 

  

償却開始 

入居をした月 なし あり 

サービス提供を開始した月 なし あり 

上記以外 

（その内容） 

初期償却率（％）   

償却年月数   

解約時返還金の算定方法   

保全措置の実施状況 なし あり 

（その内容） 

④その他に要する一時金 なし あり 

  

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

 

名称  

解約時返還金の算定方法   

 

保全措置の実施状況 

 

 

なし 

 

 

あり 

 

（その内容） 

 

 

一時金に対する留意事項 なし あり 
（その内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤介護保険給付以外のサービスに要する費用 

  

月額の場合の利用料の額 

  

管理費 なし あり 月額 ２８，２９０円 （税込） 

  

（「あり」の場合、その使途） 

 居室の水道光熱費、共用施設の維持管理費、修繕費、事務管理部門の人件費、 

備品、消耗品費等 

食費 なし あり 月額 ４３,２００円 （税込） 

  

（「あり」の場合、その内容）  

上記、食費代は、１日あたり３食 １,６４０円・お茶菓子で３０日計算 

 ケイタリングサービスの諸経費、食事部門の人件費、設備、備品代（調理具・食器等） 

光熱水費 なし あり 管理費に含む 

利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 

  

人員配置が手厚い場合の介護サービス なし あり 

  

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によ

って賄えない額に充当するものとしての合理的な積算根拠 なし あり 

個別的な選択による介護サービス なし あり 

  
（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

別添「介護サービス等の一覧表」参照 

家賃相当額 なし あり 月額 ６３，０００円 （非課税） 

その他に必要な月額利用料 なし あり 

  

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

 ・電話代、新聞代等の個人費用は、別途実費分をお支払ください。 

・特別家電製品（テレビ・冷蔵庫・パソコンなど）の持込は１個につき月額５５０円（税込）となります。 

・居室でのテレビ視聴について、当施設は社会福祉施設として日本放送協会（ＮＨＫ）受信契約の免除 

 の対象となっております。各個人での免除申請には別途手続きが必要となりますので施設長までお申し

付けください。 

その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料 なし あり 

  

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

  実費：おむつ代、ご入居者の嗜好品に応じた特別な食事・理美容師による理美容サービス等 

 改定ルール 

人件費、物価変動等に基づき運営懇談会の意見を参考にし、決定します。介護費用については、介

護保険の給付基準が変更された場合、それに連動して変更致します。又各費用は内税になっており

ますが、消費税率が変更された場合はそれに連動致します。 

利用料等の支

払い方法 

月額利用料、保険外サービス費用、介護保険料個人負担金等立替金等は毎月２０日頃請求書を送付

させて頂き、当該月末日に契約時に申請いただいております金融期間口座より引き落とし致します。 

入院・外泊時の

費用の取り扱

いについて 

入院及び外泊された場合は、食事を 3食摂られなくなった日から帰所される日の前日までを 1日当

たり 1,440円として日割り計算にて返金させていただきます。家賃及び管理費については、定額請

求となります。 



【保険給付サービス基本料金】                      地域区分 ２級地 １０．７２円 

２０２４年度介護報酬改定単位にて算出（２０２４年６月１日）更新 

要介護度 
１日当たりの特定

入居者生活介護費 

１日当たりの 

介護費の 10割 

１日当たり

の自己負担

（１割） 

１日当たり

の自己負担

（２割） 

１日当たり

の自己負担

（３割） 

要支援１ 183単位 1,961円 197円 393円 589円 

要支援２ 313単位 3,355円 336円 671円 1,007円 

要介護１ 542単位 5,810円 581円 1,162円 1,743円 

要介護２ 609単位 6,528円 653円 1,306円 1,959円 

要介護３ 679単位 7,278円 728円 1,456円 2,184円 

要介護４ 744単位 7,975円 798円 1,595円 2,393円 

要介護５ 813単位 8,715円 872円 1,743円 2,615円 

【各加算】 ※以下、体制及び状態に応じて加算させていただきます。 

退院・退所時連携加算 30単位 322円 33円 65円 97円 

夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位 96円 10円 20円 29円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅲ） 6単位 64円 7円 13円 20円 

 単位数/1ヶ月 10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担 

科学的介護推進体制加算 40単位 428円 43円 86円 129円 

新興感染症等施設療養費 
240 単位 2,572 円 258 円 515 円 772 円 

１月に１回、連続する５日を限度として上記金額が加算されます。 

高齢者施設等感染対策向上加算

(Ⅱ) 
5単位 53円 6円 11円 16円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位 105円 11円 22円 33円 

退去時情報提供加算/１回のみ 250単位 2680円 268円 536円 804円 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) １２．２％ 

（特定施設入居者生活介護費+対象加算）×122／1000に相当する額を加算。     

 

添付書類：「介護サービス等の一覧表」 

     「短期利用のサービス等の概要」（※短期利用入居契約時） 

 

６．特約 

（通常損耗補修特約） 

１ 原状回復（賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・

毀損、残置物処分）と下記の通常損耗や経年変化の修理費用は、入居者の負担とします。 

（※ご請求金額は原状回復+（１）+（２）+（３）となり、（１）+（２）+（３）の算出方法は下記の通りと

なります。） 

（１）明け渡し後の貸室全体の清掃・洗浄・消毒（クリーニング費用） 11,000円 

（２）明け渡し後の貸室全体のクロスの傷・汚れ・経年劣化部分     935円/ｍ     

但し、貸室全体クロス一式張替えの上限を６６,３８５円とし、弊社半額負担とする。 

（３）明け渡し後の貸室全体の床の傷・汚れ・経年劣化部分  

・クッションフロアー 2,860円/㎡    ・ソフト巾木 495円/枚 

但し、貸室全体床一式張替えの上限を７０,５６５円とし、弊社半額負担とする。 

 



７．利用者代理人兼連帯保証人等 

（利用者代理人兼連帯保証人）  

   １  入居者は、利用者代理人兼連帯保証人を定めるものとします。ただし、利用者代理人兼連帯保証人

を定めることができない相当の理由があると事業所が認めた場合はこの限りではありません。 

   ２   前項の利用者代理人兼連帯保証人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務について、入居者と

連帯して極度額５０万円の範囲内で履行の責を負います。 

   ３   事業者は、入居者の生活において必要な場合には、利用者代理人兼連帯保証人への連絡・協議等に

努めるものとします。 

   ４   事業者は、入居者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況等を定期的に利用者代理人兼連

帯保証人に連絡するものとします。 

   ５   利用者代理人兼連帯保証人は入居者が死亡した場合の遺体及び遺留金品等の引き受けを行うことと

します。 

  

（事業者に通知を必要とする事項）  

   １  入居者又は利用者代理人兼連帯保証人は、次に掲げる事項を含め管理規程その他の文書に規定され

た事業者に通知する必要が発生した場合には、その内容を遅滞なく事業者に通知するよう努めるもの

とします。 

一  入居者若しくは利用者代理人兼連帯保証人の氏名が変更したとき。 

二  利用者代理人兼連帯保証人又は入居契約書第 36 条に定める返還金（精算）受取人が死亡したとき。 

三  入居者若しくは利用者代理人兼連帯保証人について、法令等に基づく成年後見制度による後見人・ 

保佐人・補助人の審判があったとき、又は破産の申立て（自己申立を含む）、強制執行・仮差押え・

仮処分・競売・民事再生法等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。 

四   入居者が「任意後見契約に関する法律」に基づき任意後見契約を締結したとき。 

  

（利用者代理人兼連帯保証人の変更）  

   １   事業者は、利用者代理人兼連帯保証人が前条第二号ないし第三号の規定に該当する場合には、入居 

者に対して新たに利用者代理人兼連帯保証人を定めることを請求することがあります。 

   ２   入居者は、前項に規定する請求を受けた場合には、利用者代理人兼連帯保証人を立てるものとします。 

 

※説明を受けた者の氏名及び捺印 

 

 

                   ㊞ （契約者との関係        ） 

 

説明年月日  令和   年   月   日 

 

説明者署名                ㊞ 

 

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名、捺印を求めます。 

 

 

 

 

 

 



別添１ 

短期利用のサービス等の概要 

（１）サービスの内容 

利用可能期間 最短２日 ～ 最長３０日 

サービス 

の内容 

 ① 重要事項説明書「４サービスの内容」と同一である 

 ２ 重要事項説明書「４サービスの内容」と相違するところがある 

≪上記２に該当する場合のサービス内容の相違点≫ 

 

（２）利用料 

費用の支払い方法 ※  日額利用料その他は、利用終了時に全額払い。 

１日あたりの利用料 ４，６８３円 

 年齢に応じた金額設定 
 ○無  ・ 有 

要介護状態に応じた金

額設定 
 ○無  ・ 有 

料金プラン ※  内  訳 

利用料 管理費 介護費用 食費 光熱水費 家賃相当額 その他 

4,683 円 943 円 0 円 1,640 円 0 円 2,100 円 0 円 

 

 

算定根拠 ※ 

管理費 月払い方式の設定の 30 分の 1 に相当する額 

介護費用 － 

食費 月払い方式の設定で定める 1 日あたりの料金 

光熱水費 管理費に含む 

家賃相当額 月払い方式の設定の 30 分の 1 に相当する額 

その他 － 

１日あたりの利用料に含

まれない実費負担等 ※ 

医療費、理美容費、紙おむつ代、特別家電製品（持込の場合）１個につき５５０円、

「個別的な選択による介護サービス」に定める有料サービス利用費 

介護保険に係る利用料 

※（利用者の負担割合に応

じて 1 割～３割が自己負

担） 

特定施設入居者生活介護 

  日額 

（10 割） 

自己負担日額 （負担割合別）  

1 割 2 割 ３割 

要介護１ 5,810円 581円 1,162円 1,743円 

要介護２ 6,528円 653円 1,306円 1,959円 

要介護３ 7,278円 728円 1,456円 2,184円 

要介護４ 7,975円 798円 1,595円 2,393円 

要介護５ 8,715円 872円 1,743円 2,615円 

夜間看護体制加算（無・○有） 医療連携体制加算（○無・有） 

特定施設ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ（無・○有） 科学的介護推進体制加算（無・○有） 

介護職員等処遇改善加算（無・○有） 

 

（３）その他 

利用（契約）に際しての 

留意点、特記事項等 

・個別的な外出同行のご要望があっても、お答えできない場合もありますのでご了

承ください。 

 


